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2015年７月８日 

各 位 

会 社 名  株式会社サンデー 

代表者名  代表取締役社長 川村暢朗 

(コード番号 7450 東証 JASDAQ） 

問合せ先  常務取締役管理本部長 成澤真一 

(電話 0178-47-8511)  

 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ジョイ（以下、ジョイ）を

下記の通り吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、本合併は当社100％子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略

しております。 

 

記 

 

１．合併の目的 

ジョイは、山形県を中心に19店舗のホームセンターを経営しております。2011年11月の完全

子会社化より、販売促進の合同展開や仕入先統合などの営業強化ならびに人事交流や人事制度

の統合などを進めてまいりましたが、このたび、当社グループの一層の経営資源の集中と経営

効率の最適化を図り、昨今の環境変化へ迅速に対応できる体制へと強化することで、東北エリ

アにおいて更なる発展を図るため、同社を吸収合併することといたしました。 

 

２．合併の要旨 

(1) 合併の日程 

取 締 役 会 決 議 日 （ 両 社 ） 2015年７月８日 

契 約 締 結 日  2015年７月８日 

合 併 予 定 日  2015年９月１日 

（注）本合併は、存続会社である当社においては会社法第 796条第２項に定める簡易合併、

消滅会社であるジョイにおいては会社法第 784条第１項に定める略式合併に該当するた

め、それぞれの株主総会による吸収合併の承認を得ずに行います。 

 

(2) 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ジョイは解散いたします。 

 

(3) 合併に係る割当ての内容 

ジョイは、当社 100％子会社であるため、本合併による株式その他の財産の割当は行いま

せん。 

 

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 
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３.合併の当事会社の概要（2015年２月 28日現在） 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（１）名称 株式会社サンデー 株式会社ジョイ 

（２）所在地 青森県八戸市根城六丁目 
22番 10号 

山形県山形市前田町 
６番 10号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川村 暢朗 代表取締役社長 松谷 幸一 

（４）事業内容 ホームセンターの経営 ホームセンターの経営 

（５）資本金 3,241百万円 436百万円 

（６）設立年月日 昭和 50年５月 24日 昭和 33年４月１日 

（７）発行済株式数 10,770,100株 8,119,165株 

（８）決算期 ２月末日 ２月末日 

（９）大株主及び持株比率 イオン株式会社 76.99％ 

株式会社みちのく銀行 1.24％ 

サンデー従業員持株会 0.78％ 

三井住友海上火災保険株式会社 

0.74％ 

株式会社北日本銀行 0.69％ 

株式会社サンデー 100％ 

（10）直前事業年度の財政状況及び経営成績 

 2015年２月期 2015年２月期 

純 資 産 10,056百万円 △58百万円 

総 資 産 26,574百万円 6,020百万円 

１ 株 当 た り 純 資 産 932.77円 △7.17円 

売 上 高 38,608百万円 8,526百万円 

営 業 利 益  954百万円 77百万円 

経 常 利 益  972百万円 61百万円 

当 期 純 利 益 1,013百万円 △18百万円 

１株当たり当期純利益  94.21円 △2.32円 

※１．吸収合併消滅会社（株式会社ジョイ）の純資産につきましては 2015年５月末現在、プラス

の 12百万円となっております。 

２．吸収合併存続会社（株式会社サンデー）は、連結配当規制適用会社であります。 

 

４．合併後の状況 

 本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期

に変更はございません。 

 

５．今後の見通し 

 本合併は、当社 100％子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 （参考）当期連結業績予想（2015年４月９日公表分）および前期連結実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（2016年 2月期） 
49,000百万円 1,130百万円 1,140百万円 610百万円 

前期実績 

（2015年 2月期） 
47,135百万円 1,031百万円 1,033百万円 995百万円 

 

以 上 


